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新旧対照表 

住民基本台帳法施行条例施行規則 

 

新 旧 

（条例別表第３の規則で定める事務） （条例別表第３の規則で定める事務） 

第６条 （略） 第６条 

２～４ （略） ２～４  

（削除） ５ 条例別表第３の５の項に規定する規則で定める事務は、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第242条第１項の規定による請求がされた場合における当該請

求をした者の生存の事実又は氏名、出生の年月日若しくは住所の確認とする。 

 


